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このたび当センターは、2018 年 9 月に発行された「日本版労働安全衛生マネジメント規格

（JIS Q 45100）」の認証機関として国内で初めて、公益財団法人日本適合性認定協会

（ＪＡＢ）の認定を 2020 年 7 月 6 日に取得しました。 

JIS Q 45100 は、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格「ISO45001」に、日本企

業の安全衛生活動として定着している４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）や危険予知（ＫＹ）

活動といった日常的な取り組みを盛り込んだ規格です。今回、同時に申請していた、JIS Q 
45100 に含まれる ISO45001 の認証機関としての認定も同日に取得しています。 

これにより、当センターは２つの規格において、ＪＡＢの認定を証する認定シンボル付き登

録証を発行できるようになりました。

今回取得した認定範囲は、ＪＡＢが認定する計 39 分野のうち、製造業を中心とした次の 29
分野です。そのうち 12 分野（表１）については、ＪＡＢの認定シンボル付き登録証を発行

できます。認定シンボル付き登録証は、国際的な一定の基準を満たした認証機関による認証

登録であることの証となり、働く人の安全・健康への責任を果たす企業としての信用にもつ

ながります。なお、残り 17 分野（表２）については当面、ＪＡＢによる当該分野の立会審

査の実施を附帯条件とした条件付きでの認定となります。

認 定 範 囲 

表１ 認定シンボル付きの登録証が発行できる 12 分野 
【化学】 ７：パルプ、紙、紙製品（パルプ及び紙の製造に限る）

10：コークス及び精製石油製品の製造 
12：化学薬品、化学製品及び繊維 
13：医薬品 
14：ゴム製品、プラスチック製品 
15：非金属鉱物製品 
16：コンクリート、セメント、石灰、石こう他 
17：基礎金属、加工金属製品（基礎金属の製造に限る） 

【機械】 17：基礎金属、加工金属製品（加工金属製品に限る） 
18：機械、装置 



19：電気的及び光学的装置 
22：その他輸送装置 

表２ 条件付き認定の 17 分野 
【食品】 ３：食料品、飲料、タバコ

30：ホテル、レストラン 
【機械】 20：造船業 
【紙】 ７：パルプ、紙、紙製品（紙製品に限る）

８：出版業

９：印刷業

【建設】 28：建設 
34：エンジニアリングサービス 

【輸送及び

廃棄物管理】

24：再生業 
31：輸送、倉庫、通信 
39：その他社会的サービス 

【サービス業】 29：卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家

財道具の修理業

33：情報技術 
35：その他専門的サービス 
36：公共行政 
37：教育 

【核】 11：核燃料 

今後は、現場の安全衛生管理に詳しい審査員を擁する強みなどを生かして、労働安全衛生マ

ネジメントシステムに係る２つの規格のＪＡＢ認定を取得した国内唯一の認証機関として、

さまざまな業種・事業場の労働災害防止と安全衛生水準の向上、働きやすい職場づくりに寄

与したいと考えています。


